
【小規模事業者持続化補助金】第19回公募開始のお知らせ：あ
なたの「販路開拓」を支援します
舞鶴市内の小規模事業者の皆様の経営持続化を後押しする「小規模事業者持続化補助金」の第19回公募がスタートします。

「新商品を開発したい」「ネット広告で集客を強めたい」「生産性を上げるための設備を導入したい」。そんな前向きな取組に活用できる
補助金です。舞鶴商工会議所では、計画の策定から申請のサポートまで伴走いたします。

1. 対象となる取組例
自ら経営計画を作成して取り組む、以下のような活動が対象です。

販路開拓： チラシ作成、看板設置、展示会出展、店舗改装など

生産性向上： 業務効率化のためのソフトウェア導入や機械の購入など

2. 補助対象となる経費
幅広い経費が対象となります。

機械装置等費（製造機械、厨房機器、PC以外の専用ソフト等）1.

広報費（チラシ、カタログ、看板、広告掲載等）2.

ウェブサイト関連費（HP制作、ECサイト構築、SNS広告等）3.

展示会等出展費4.

旅費（販路開拓のための宿泊・移動）5.

新商品開発費（原材料、設計、デザイン、試作等）6.

借料（展示会等のための機器リース・レンタル等）7.

委託・外注費（専門業者への店舗改装依頼など）8.
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3. スケジュール（第19回受付）
締切間際は混雑が予想されます。余裕を持った準備をお勧めします。

項目 日程・期限

申請受付開始 2026年3月6日(金)

商工会議所への書類発行依頼締切 2026年4月16日(木)

申請受付締切 2026年4月30日(木) 17:00

事業完了期限 2027年6月30日(水)
【重要】事業支援計画書（様式4）の発行について

申請には当会議所が発行する「事業支援計画書（様式4）」が必須です。発行には審査や確認の時間を要するため、**4月16
日(木)**までにお早めにご相談ください。

申請をお考えの方へ
まずは「どんな事業をしたいか」を当会議所までお気軽にご相談ください。専門のアドバイザーが、計画書のブラッシュアップをお手伝い
いたします。

詳細（公式HP）： https://r6.jizokukahojokin.info/

お問合せ： 舞鶴商工会議所 （電話：0773-62-4600）

※窓口にお越しの際は、スムーズな対応のため事前にお電話にてご予約をお願いいたします。
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